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令和  ６  年  ３  月２５日  

 

薩摩川内市長   田  中  良  二  

 

薩摩川内市条例第  ４  号  

薩摩川内市手数料条例の一部を改正する条例  

 

薩摩川内市手数料条例（平成１６年薩摩川内市条例第７０号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表第１の１１の項第２号中「１，１８０，０００円」を  

「１，４５０，０００円」に、「１，４１０，０００円」を  

「１，７２０，０００円」に、「１，５９０，０００円」を  

「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，０００円」を  

「２，３６０，０００円」に、「２，２７０，０００円」を  

「２，７４０，０００円」に、「４，５５０，０００円」を  

「５，６４０，０００円」に、「５，８２０，０００円」を  

「７，２４０，０００円」に、「７，０７０，０００円」を  

「８，７９０，０００円」に改める。  

別表第３の５９の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表の６０の項

中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に行う事務に係る手数

料について適用し、同日前に行った事務に係る手数料については、なお従前の

例による。  

 

 

 

 

 


